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監査の結果に基づく措置状況について 

平成30年度企業会計に係る監査の結果に基づく措置状況について、次のとおり新潟県知事から通知があったの

で、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定によりその内容を公表する。 

令和元年10月18日 

新潟県監査委員 栗 山 和 廣 

新潟県監査委員 小 林 一 大 

新潟県監査委員 高 倉   栄 

新潟県監査委員 高 橋   猛 
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   企業会計 

部局名 監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 

病 院 局 

 

 

【中央病院】 

 過年度未収金について、決算日現在、3,288

件61,607,925円が未納となっていた。 

 未納額の早期収納に努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【十日町病院】 

過年度未収金について、決算日現在、645

件16,159,209円が未納となっていた。 

 件数、金額とも増加しているので、具体的

な回収手法の見直しを行い、未納額の早期収

納に努めるとともに、発生予防対策について

も一層強化されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【加茂病院】 

過年度未収金について、決算日現在、279

件4,375,922円が未納となっていた。 

 未納額の早期収納に努められたい。 

 

 

 

 

 

 

過年度未収金については、各セクションとの連

携強化を図り、外来受診時等の請求の強化、定期

的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する

追跡調査の徹底などに努めるとともに、コンビニ

エンス・ストアに収納業務を委託することに加え、

平成24年度から未収金徴収嘱託員を配置してお

り、引き続き早期収納に努めてまいります。 
また、主に貧困、医療費の自己負担増などの経

済的な理由による未納であることから、分割納入

を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。 
さらに、クレジットカードによる収納、退院時

の即時請求、身元引受人への納入要請及び連帯保

証人への支払督促などにより、未収金の発生予防

に努めるとともに、平成29年度から未収金管理回

収業務を委託している弁護士法人と連携を図りな

がら、未収金の更なる縮減に努めてまいります。 
 
 
過年度未収金については、各セクションとの連

携強化を図り、外来受診時等の請求の強化、定期

的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する

追跡調査の徹底などに努めるとともに、コンビニ

エンス・ストアに収納業務を委託して、引き続き

早期収納に努めてまいります。 

 また、主に貧困、医療費の自己負担増などの経

済的な理由による未納であることから、分割納入

を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。 

 さらに、クレジットカードによる収納、退院時

の即時請求、身元引受人への納入要請及び連帯保

証人への支払督促などにより、未収金の発生予防

に努めるとともに、平成29年度から未収金管理回

収業務を委託している弁護士法人と連携を図りな

がら、未収金の更なる縮減に努めてまいります。 

 

 

過年度未収金については、各セクションとの連

携強化を図り、外来受診時等の請求の強化、定期

的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する

追跡調査の徹底などに努めるとともに、コンビニ

エンス・ストアに収納業務を委託して、引き続き

早期収納に努めてまいります。 
また、主に貧困、医療費の自己負担増などの経

済的な理由による未納であることから、分割納入

を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。 
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【津川病院】 

過年度未収金について、決算日現在、208

件2,660,066円が未納となっていた。 

  未納額の早期収納に努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【吉田病院】 

過年度未収金について、決算日現在、657

件13,818,065円が未納となっていた。 

  未納額の早期収納に努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新発田病院】 

過年度未収金について、決算日現在、  

3,048件74,693,265円が未納となっていた。 

  未納額の早期収納に努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 さらに、退院時の即時請求、身元引受人への納

入要請及び連帯保証人への支払督促などにより、

未収金の発生予防に努めるとともに、平成29年度

から未収金管理回収業務を委託している弁護士法

人と連携を図りながら、未収金の更なる縮減に努

めてまいります。 

 

 

過年度未収金については、各セクションとの連

携強化を図り、外来受診時等の請求の強化、定期

的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する

追跡調査の徹底などにより、引き続き早期収納に

努めてまいります。 

また、主に貧困、医療費の自己負担増などの経

済的な理由による未納であることから、分割納入

を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。 

さらに、退院時の即時請求、身元引受人への納

入要請及び連帯保証人への支払督促などにより、

未収金の発生予防に努めるとともに、平成29年度

から未収金管理回収業務を委託している弁護士法

人と連携を図りながら、未収金の更なる縮減に努

めてまいります。 

 

 

過年度未収金については、各セクションとの連

携強化を図り、外来受診時等の請求の強化、定期

的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する

追跡調査の徹底などに努めるとともに、コンビニ

エンス・ストアに収納業務を委託して、引き続き

早期収納に努めてまいります。 

また、主に貧困、医療費の自己負担増などの経

済的な理由による未納であることから、分割納入

を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。 

 さらに、クレジットカードによる収納、退院時

の即時請求、身元引受人への納入要請及び連帯保

証人への支払督促などにより、未収金の発生予防

に努めるとともに、平成29年度から未収金管理回

収業務を委託している弁護士法人と連携を図りな

がら、未収金の更なる縮減に努めてまいります。 

 

 

過年度未収金については、各セクションとの連

携強化を図り、外来受診時等の請求の強化、定期

的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する

追跡調査の徹底などに努めるとともに、コンビニ

エンス・ストアに収納業務を委託することに加え、

平成21年度から未収金徴収嘱託員を配置してお

り、引き続き早期収納に努めてまいります。 

 また、主に貧困、医療費の自己負担増などの経

済的な理由による未納であることから、分割納入

を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。 
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【リウマチセンター】 

過年度未収金について、決算日現在、49

件1,165,401円が未納となっていた。 

  未納額の早期収納に努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【坂町病院】 

過年度未収金について、決算日現在、596

件8,761,814円が未納となっていた。 

  未納額の早期収納に努められたい。 

 

 さらに、クレジットカードによる収納、退院時

の即時請求、身元引受人への納入要請及び連帯保

証人への支払督促などにより、未収金の発生予防

に努めるとともに、平成29年度から未収金管理回

収業務を委託している弁護士法人と連携を図りな

がら、未収金の更なる縮減に努めてまいります 

 

 

過年度未収金については、各セクションとの連

携強化を図り、外来受診時等の請求の強化、定期

的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する

追跡調査の徹底などに努めるとともに、コンビニ

エンス・ストアに収納業務を委託して、引き続き

早期収納に努めてまいります。 

 また、主に貧困、医療費の自己負担増などの経

済的な理由による未納であることから、分割納入

を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。 

 さらに、クレジットカードによる収納、退院時

の即時請求、身元引受人への納入要請及び連帯保

証人への支払督促などにより、未収金の発生予防

に努めるとともに、平成29年度から未収金管理回

収業務を委託している弁護士法人と連携を図りな

がら、未収金の更なる縮減に努めてまいります。 

 

 

過年度未収金については、各セクションとの連

携強化を図り、外来受診時等の請求の強化、定期

的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する

追跡調査の徹底などに努めるとともに、コンビニ

エンス・ストアに収納業務を委託して、引き続き

早期収納に努めてまいります。 

 また、主に貧困、医療費の自己負担増などの経

済的な理由による未納であることから、分割納入

を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。 

 さらに、クレジットカードによる収納、退院時

の即時請求、身元引受人への納入要請及び連帯保

証人への支払督促などにより、未収金の発生予防

に努めるとともに、平成29年度から未収金管理回

収業務を委託している弁護士法人と連携を図りな

がら、未収金の更なる縮減に努めてまいります。 

 

 

 

 

 


